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相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定法人
（特例認定法人は適用されません。）に対し、その認定法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連
する寄附をした場合には、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少
する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計
算の基礎に算入されません。

 

ただし、その寄附を受けた認定法人が、寄附のあった日から２年を経過した日までに認定法人に
該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動
に係る事業の用に供していない場合には、適用されません（措法第70条第１項、第２項、第10項）。

（寄附財産の非課税）
　  この措置の適用を受ける寄附をした財産は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
　  つまり、相続税の課税の対象とはなりません。

（証明書の添付等）
この措置の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの措置の適用を受ける旨などを記載する
とともに、その財産の寄附を受けた認定法人が下記証明書を添付する必要があります（措法第70
条第５項、第10項、措規第23条の５）。
①その寄附が特定非営利活動に係る事業に関連する寄附である旨
②その寄附を受けた年月日及びその財産の明細
③その財産の使用目的を記載した書類

（寄附財産は非課税）

② 寄 附

① 相 続 相 続 人

税 務 署

認 定 法 人
被 相 続 人  

 
④ 申 告 

③証明書類

（３）　相続人等が認定法人に寄附した相続財産等に対する措置
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認定法人については、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利
活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額とみなされ
ます（みなし寄附金）。このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50％又は200万円
のいずれか多い額までの範囲となります。
なお、みなし寄附金制度は特例認定法人には適用されません（法人法第37条第５項、措法第66
条の11の３第1項）。

みなし寄附金 

収益事業以外の事業で特定
非営利活動に係る事業 

 
 

非課税 
所得 

 

収益事業 

納税額 

課税所得 

（４）　認定法人のみなし寄附金制度
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個人が土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合には、その現物資産は寄附時の時価
により譲渡があったものとみなされ、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対し
て、寄附した人に「みなし譲渡所得税」が課税されます。
ただし、その寄附が一定の要件を満たすときは、国税庁長官の承認を得ることで、みなし

譲渡所得税が非課税となります。この非課税措置には、全ての特定非営利活動法人が対象と
なる「一般特例」と、認定法人及び特例認定法人が対象となる「承認特例」の 2 つの制度が
あり、それぞれ承認要件などが異なります。
また、寄附者が寄附資産について非課税措置の適用を受けた後に、特定非営利活動法人が

その適用を受けた寄附資産の買換えを行う際には、一定の要件を満たす場合、引き続き非課
税措置の適用を受けることができます（「買換特例」及び「特定買換資産の特例」）。
非課税承認を受けた後であっても、例えば、寄附財産が、寄附を受けた認定法人等の公益

目的事業の用に直接供されなくなった場合等には、国税庁長官は、その非課税承認を取り消
すことができることとされています。
非課税承認が取り消された場合には、その取り消されることとなった事実の内容に応じ、

寄附をした人又は寄附を受けた認定法人等に対して、原則として、その取り消された日の属
する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。
措法第40条、措令第25条の17、措規第18条の19、平成30年３月内閣府・総務省・
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
告示第１号

※ 詳細については、内閣府 NPOホームページに掲載されている「認定 NPO法人等に対す
る個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認～証明申請等の手引き～」や、
国税庁ホームページに掲載されている「『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』
の記載のしかた」等をご参照ください。

現物寄附
寄附者

次の承認要件を満たすものとして承認を受けると非課税となる。
① その寄附が公益の増進に著しく寄与すること
② 寄附した財産が、寄附があった日から２年以内に公益目的
事業の用に直接供される、又は供される見込みであること

③ その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者
の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる
結果とならないと認められること

【一般特例】

【承認特例】
一定の要件を満たす場合には、１か月又は３か月以内に国税庁
長官の承認又は不承認の決定がなかったときは、その承認が
あったものとみなされ、非課税となる。
〈主な承認要件〉
・寄附財産を基金に組み入れる方法により管理すること
・ＮＰＯ法人の役員や社員及びそれらの親族等以外の者から
の寄附

国税庁長官
による承認

寄附財産をそのまま
公益目的事業に利用

公益目的事業に利用しなくなっ
た場合（寄附財産の売却等）

非課税承認
の継続

非課税承認
の取消し

公益目的事業の用に２年以上直接供
している寄附財産を同種の資産等に
買換えをし、公益目的事業に利用

特例

原則

非課税承認
の継続

特例

〇 買換特例

〇 特定買換資産の特例
一定の「基金」で管理し、
公益目的事業に利用

基金内での
寄附財産の買換え

非課税
承認の
継続

一

般

特

例

の

場

合

譲渡所得税等
が非課税

ＮＰＯ法人

全てのＮＰＯ法人

認定ＮＰＯ法人
特例認定ＮＰＯ法人

非
課
税
承
認
後

一定の「基金」で管理し、
公益目的事業に利用

基金内での
寄附財産の買換え

非課税
承認の
継続

承
認
特
例
の
場
合

認定ＮＰＯ法人
特例認定ＮＰＯ法人

認定ＮＰＯ法人
特例認定ＮＰＯ法人

（５）　認定法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置
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○　税制上の措置の対象となる寄附
個人又は法人が支出した認定（特例認定）法人への寄附金に対する措置
　措置の対象となるのは、認定（特例認定）法人に対し、認定（特例認定）の有効期間内に支出をし
た、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附です。
　したがって、認定（特例認定）を受けていない特定非営利活動法人に対する寄附金や認定（特例認
定）の有効期間に含まれない日に支出をした寄附金は、（１）から（３）までの措置の対象とはなり
ませんのでご注意ください。

相続人等が認定法人に寄附した相続財産等に対する措置
　措置の対象となるのは、相続又は遺贈により取得した財産をその相続税の申告期限内に認定法人に
対して行った、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附です。
　ただし、その寄附を受けた認定法人が、寄附のあった日から２年を経過した日までに認定法人に該
当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係
る事業の用に供していない場合には、適用がなくなります。�

個人が認定法人等に寄附した現物資産に対する措置
　措置の対象となるのは、認定（特例認定）法人に対し、認定又は特例認定の有効期間内に支出をし
た、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する現物資産寄附となります。
　ただし、非課税措置の適用を受けた後において一定の事由に該当することが判明した場合には、当
該寄附資産に関する非課税承認が取り消され、その取り消された年分等の所得として、寄附者又は認
定法人等に課税されることがあります。




